
平成23年に発生した「東日本大震災」による甚大な津波被害を踏ま

えて、平成23年６月に「津波対策の推進に関する法律」が制定され、

国民の間に広く津波対策についての理解を深めるために、

毎年「11月５日」を「津波防災の日」
と定めました。

※ 11月５日は、1854年11月５日に発生した「安政南海地震」で、和歌山県を

津波が襲った際に、稲に火を付けて暗闇の逃げ遅れている人達を高台に避難

させて救った「稲むらの火」の逸話にちなんだ日です。

【津波警報・注意報】
○ 津波による災害の発生が予想される場合には、気象庁から地震発生後、

約３分で「大津波警報」「津波警報」「津波注意報」が発表され、その後、

「予想される津波の高さ」「津波の到達予想時刻」等の情報が発表されます。

【津波警報・注意報の種類】

○ 地震発生後、予想される津波の高さが20㎝未満で被害の心配が無い場合、又は、津波注意報の解除後

も海面変動が継続する場合には、津波予報（若干の海面変動）を発表します。

※気象庁「津波防災リーフレット」から抜粋



津波は、一度発生すると広域にわたり、住民の生命・
身体及び財産に甚大な被害を及ぼす災害です。

平素からの災害時における被害軽減に対する「備え」
その発生に際して、住民一人ひとりが迅速かつ適切な

行動をとることが重要です。

【具体的な備え】

【備え】

１ できる限り迅速に高い場所への避難を開始すること

２ 大津波警報等を見聞きしたら速やかに避難すること

３ 家族の安否確認の方法や、津波から避難した際の集合

場所等の避難ルールを各家庭で予め決めておくこと

４ 住宅の耐震化、家具の転倒防止対策、食器等の落下防止

対策をしておくこと

５ 安全な高台の避難場所、避難経路を予め把握しておくこと

※気象庁ＨＰ参考

◇ピストグラム◇

津波注意 津波避難ビル 津波避難所
津波が来襲する危険のある地域を示します。 津波に安全な避難場所を示します。

※内閣府（防災担当）ＨＰより

【津波に関するピストグラム等】


